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運協資料№ ４ 

 

４ 釜石市介護予防・日常生活支援総合事業者の新規指定・廃止・指定更新 

について 

 

１ 釜石市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の新規指定について 

次の事業者は、介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 78条の 2及び釜石

市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

（平成 29年告示第 32号の 22）第 3条ほかの規定により、指定申請及び必要な

関係書類がもれなく提出され、内容も指定基準の要件に適合していることか

ら、指定の手続きを行ったものです。（報告事項） 

 

【１】 

１ 申請者     ファーストメディカル株式会社 代表取締役 小 泉  敦 

２ 申請者住所     仙台市太白区長町南四丁目 21番 2号 

３ 事業所名    南大野田ヘルプサービス 

４ 同所在地    仙台市太白区長町南四丁目 21番 2号 

５ 指定する事業  介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 

６ 指定年月日   令和 7年 3月 5日 

 

２ 釜石市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の廃止について 

   次の事業所から、令和 7年 12月 31日付で廃止する旨の届け出があり、同日付で廃止 

となりました。（報告事項） 

 

【１】 

１ 申請者      有限会社かまいしケア―・サービス    

２ 申請者住所    釜石市鵜住居町第 12地割 38番地 22 

３ 事業所名     かまいしケアー・サービス指定訪問介護事業所 

４ 同所在地     釜石市鵜住居町第 12地割 38番地 22 

５ 廃止する事業   介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 

６ 廃止年月日    令和 7年 12月 31日 

７ 廃止理由     経営が厳しくなったため 

 

３ 釜石市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定更新について 

  次の事業者は、前回指定等から 6年を経過しようとしていることから、介護保険法

（平成 9年法律第 123号）第 115条の 45の 6ほかの規定により、指定更新申請及び必

要な関係書類がもれなく提出され、内容も指定基準の要件に適合していることから、

指定更新の手続きを行ったものです。（報告事項） 

 

【１】 

１ 申請者       株式会社ニチイ学館 

２ 申請者住所     東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地 

３ 事業所名      ニチイケアセンター釜石大町 

４ 同所在地      釜石市大渡町 2丁目 2番 17号 1階 B号室 

５ 指定する事業    介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 

６ 指定更新年月日   令和 7年 12月 1日 

７ 有効期間満了日   令和 13年 11月 30日 
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【２】 

１ 申請者       株式会社ブルーム 

２申請者住所      釜石市甲子町第 10地割 311番地 2 

３ 事業所名     指定訪問介護事業所ヘルパーステーションさくら 

４ 同所在地     釜石市野田町 2丁目 14番 17号 

５ 指定する事業   介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 

６ 指定更新年月日  令和 8年 2月 1日 

７ 有効期間満了   令和 14年 1月 31日 

 


